
40

Proper Methods for Treatment and Handling of Real Samples―

Natural gases associated with Hot Springs.

表 1 温泉法第 2 条別表※

1. 温度（地表に湧出した時の温度) 25 °C 以上

2. 物質（温泉水 1 kg に含まれるものが以下に上げるものの

いずれか一つを満たすこと)

溶存物質（ガス性のものを除く) 1000 mg 以上

遊離炭酸（CO2) 250 mg 以上

リチウムイオン（Li＋) 1 mg 以上

ストロンチウムイオン（Sr2＋) 10 mg 以上

バリウムイオン（Ba2＋) 5 mg 以上

Fe(II)＋Fe(III) イオン（Fe2＋＋Fe3＋) 10 mg 以上

マンガン(II) イオン（Mn2＋) 10 mg 以上

水素イオン（H＋) 1 mg 以上

臭化物イオン（Br－) 5 mg 以上

よう化物イオン（I－) 1 mg 以上

ふっ化物イオン（F－) 2 mg 以上

ヒドロひ酸イオン（HAsO 2－
4 ) 1.3 mg 以上

メタ亜ひ酸（HAsO2) 1 mg 以上

総硫黄（S）［HS－＋S2O 2－
3 ＋H2S に対応す

るもの］
1 mg 以上

メタほう酸（HBO2) 5 mg 以上

メタけい酸（H2SiO3) 50 mg 以上

重炭酸そうだ（NaHCO3) 340 mg 以上

ラドン（222Rn) 74 Bq 以上

ラジウム塩（Ra として) 1×10－8 mg 以上

※：単位表記等一部加筆修正
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分析試料の正しい取り扱いかた

温泉付随ガス

滝 沢 英 夫

1 は じ め に

温泉付随ガスは温泉法施行規則1)により“温泉の採取

に伴い発生するガス”と定義されている。温泉付随ガス

という用語は，東京都渋谷区の温泉施設で発生した爆発

死亡事故を契機に，温泉法2)や温泉法施行規則が改正さ

れた際に初めて公式文書で使用された。それまで温泉か

ら発生するガスに特別な用語を用いることはなく，天然

ガス（natural gas）の一種として扱われていた。

温泉とは，温泉法第 2 条に“この法律で「温泉」と

は，地中からゆう出する温水，鉱水及び水蒸気その他の

ガス（炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。）で，

別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。”と定

義されている。温泉法第 2 条別表を加筆修正したもの

を表 1 に示す。

温泉法の定義によると，温泉利用のため掘削された井

戸だけでなく，自然湧出泉，地熱発電用の蒸気井戸，噴

気孔から放出される火山ガスも温泉法第 2 条別表の基

準をみたすものは温泉という扱いになる。それら温泉を

湧出する自然湧出泉，井戸及び噴気孔等は温泉法施行規

則において温泉井戸と定義されている。また，採取され

る温泉の水の量を湧出量，付随するガスの量を発生量と

呼ぶ。温泉法の基本理念は第 1 条に“温泉を保護し，

温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害

を防止し，及び温泉の利用の適正を図り，もって公共の

福祉の増進に寄与することを目的とする”と示されてい

る。温泉付随ガスについても温泉利用者や施設管理者の

安全を確保する目的で測定が義務づけられている。

温泉付随ガスに関する地球化学的な研究は古くから行

われており，地球化学に関する多方面の研究に貢献して

きた。本書では，温泉付随ガスを研究目的で採取し分析

を行う際の取り扱い方法のほか，温泉法に基づき定めら

れた温泉付随ガスの測定について，法律を所管する環境

省が測定方法を策定した際の実証試験の経験を交え解説

する。

2 温泉付随ガスの特徴

すべての温泉は温泉付随ガスを発生しているが，その

量の多少には大きな差がある。多くの温泉はガス発生量

が少なく目視ではガスの気泡が確認できない。一方，ガ

ス発生量の多いものでは，体積比で湧出する温泉の 10

倍以上の温泉付随ガスを発生するものが存在する。

温泉付随ガスの主成分は，二酸化炭素（CO2），窒素

（N2），メタン（CH4）の 3 成分である。地球大気（空

気）の主成分である酸素（O2）は主成分ではない。温
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図 1 真空採取容器を用いた採取の模式図

図 2 採取容器（下：真空容器)
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泉付随ガスの微量成分には，水蒸気（H2O），水素

（H2），硫化水素（H2S），酸素（O2）のほか，ヘリウム

（He），ネオン（Ne），アルゴン（Ar），クリプトン（Kr），

キセノン（Xe），ラドン（Rn）といった希ガスがあげ

られる。主成分の体積比は vol.％ 単位にして ％ オー

ダーであるのに対し，微量成分は水蒸気を除き ppm

オーダーである。水蒸気は飽和蒸気圧に従うため 100

°C 以下の温泉では，数 vol.％ であるが，100 °C を超え

る蒸気井戸や火山ガスは，水が沸騰し水蒸気となるた

め，水蒸気が温泉付随ガスのほぼ 100 vol.％ を占める。

また，火山ガスの場合，二酸化硫黄（SO2），塩化水素

（HCl），ふッ化水素（HF）が ％ オーダーで，一酸化炭

素（CO）が ppm オーダーで含まれることがある。メタ

ンを主成分とする温泉付随ガスには，エタン（C2H6），

プロパン（C3H8）等のパラフィン炭化水素ガスが含ま

れるが，国内の温泉付随ガスにはブタン（C4H10）より

も分子量の多いパラフィン炭化水素ガスや環式炭化水素

ガス等はほとんど含まれない。

3 温泉付随ガスの採取

温泉付随ガスを採取する際には，何を目的とした分析

を行うかによって採取方法が大きく二つに分かれる。す

なわち，研究目的等で温泉付随ガスを空気による汚染を

受けないよう採取する方法と，温泉法に基づく安全確保

のための測定のように，温泉付随ガスと空気が混合した

ものを採取する方法に大別される。

3･1 空気による汚染を受けないよう採取する方法

温泉のもととなる水は，地下に存在する熱水や地層中

に貯留される水（貯留水）である。これら熱水や貯留水

には地下高圧下でガス成分が溶存しているが，地表付近

まで上昇し大気圧下まで減圧されると水からガスが遊離

し温泉付随ガスとなる。温泉に溶存するガスの起源には

以下のものがあげられる。

 地下に浸み込んだ雨水などに溶存していた空気由来

のガス

 マグマから揮発した火山ガス

 岩石・水反応により生成されたガス

 地球形成時に地球内部に閉じ込められたガス

 アーキア等の微生物により地層中の有機物が生化学

的に分解される際に発生したガス

 地熱による有機物の熱分解や，熱平衡反応により生

成されたガス

 岩石中の放射性鉱物から発せられたガス

温泉付随ガスの組成比や同位体組成を測定することに

より地下の情報を得ることができる。地下の情報を正確

に得るためには，温泉付随ガスを採取する際に空気の混

入が起きないよう細心の注意を払う必要がある。温泉付

随ガスは，温泉水の湧出口で気泡として認識できるの

で，最も簡便な採取方法は水上置換法である。水上置換

法で採取する際には，ガスを目視できるようガラス容器

と透明か半透明のチューブを用いて採取を行うのが一般

的である。実際には，温泉湧出口に沈めたロートに温泉

付随ガスを集め，チューブ経由で容器に採取する。ガラ

ス容器は扱いやすいパイレックス製の容器を使用するこ

とが多い。容器には，容器内に温泉付随ガスと共に湧出

する温泉水を採取し，温泉付随ガスで水上置換するタイ

プと，あらかじめ容器内を真空にしておき，温泉付随ガ

スを採取するタイプ（真空容器）がある。温泉付随ガス

で容器内の温泉水を置換するタイプには，容器内の温泉

水の排出を促すために特殊なストップコックを備えたも

のや，容器の両端にストップコックを備えたものがあ

る。真空容器には，通常真空ストップコックが備えられ

ている。図 1 に真空容器を用いた温泉付随ガス採取の

模式図を示す。図 2 に使用する採取容器の写真を示

す。真空容器は，使用する前に十分に真空引きしておか

ないと，容器内に残留した水に溶存する空気が試料に混

入し，コンタミネーションとなるので注意する必要があ

る。

火山噴気孔や地熱発電用の蒸気井戸から温泉付随ガス

を採取する場合，水が水蒸気となっているため，水上置
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換法で採取することができない。そのような場合，ガス

の噴出口にパイプを差し込み，ガスをアルカリ性の溶媒

（水酸化カリウム溶液）を入れた注射筒に導入し，注射

筒を冷却しながら採取する方法（アルカリ吸収法）があ

る。火山ガスの研究者はこの方法により火山ガスを採取

することが多い。この方法を用いると，水蒸気は凝縮し

水となり二酸化炭素等の酸性ガスは，アルカリ性の溶媒

に吸収される。また，水素，窒素，メタン，酸素及び希

ガス等は，注射筒内に気相のまま採取される。このガス

は，R ガスと呼ばれる。火山ガスで一般的な採取方法及

び分析方法については，小沢3)が詳細に記載している。

しかしながら，この方法は，有害ガスが漂う雰囲気中で

高温の注射筒を取扱う上，高アルカリ濃度の溶媒を使用

する危険を伴う。また，注射筒を過冷却し注射筒内の圧

力が急激に低下した場合や，ガス噴出口に差し込むパイ

プの設置がうまくいかないと空気によるコンタミネー

ションが起きやすい。正確な試料採取を行うには，かな

りの熟練を要する。測定対象を二酸化炭素，メタン，水

素，酸素や希ガスなどの非凝縮ガス（noncondensable

gas）とする場合，アルカリ性の溶媒を用いず，真空容

器内にガスを導入し水蒸気を冷却し，非凝縮ガスを採取

する方法がある。しかしながら，アルカリ吸収法同様，

有害ガスが漂う雰囲気中で高温の容器を冷却し採取する

必要がある。冷却が十分でないと採取された非凝縮ガス

の量が少なくなってしまう。また，注意して冷却を行わ

ないと，アルカリ吸収法同様空気コンタミネーションを

招く恐れがある。アルカリ吸収法ほどではないものの，

満足な試料採取を行うまでには，熟練を要する。

真空容器に採取した温泉付随ガスは比較的長期間の保

存が可能であるが，アルカリ吸収法で採取した場合，R

ガスを速やかに密閉容器に分取する必要がある。また，

真空容器に採取した場合でも，ヘリウムの同位体組成を

正確に測定する場合，パイレックスガラス等の通常のガ

ラスでは，ヘリウムがガラス壁を貫通してしまうため，

鉛ガラス等のヘリウムが貫通しにくい特殊なガラス容器

に分取するか，温泉付随ガスを銅管に採取し保存する必

要がある。しかしながら，鉛ガラス等は，歪がたまりや

すく加工が難しいため，現地で採取に用いる際や分取し

たものを保存する際には注意が必要である。

3･2 温泉利用場所で温泉付随ガスと空気が混合した

ものを採取する方法

温泉法では，可燃性天然ガスによる災害防止と硫化水

素による中毒事故防止のため，基準が設けられている。

3･2･1 可燃性天然ガス測定

環境省は，温泉法におけるメタン濃度測定手法マニュ

アル4)を定めている。国内の平野部の地下には，鮮新

統・更新統の地層が分布し，多量のメタンを溶存する地

下水層が水溶性天然ガス鉱床を形成することがある。こ

の地下水は海水を起源とするため，多量の溶存物質を持

ち，地温により温められているので，その一部は温泉と

して利用されている。関東平野では，南東部ほど分布が

厚く，かつては，南関東ガス田と呼ばれメタンガスの採

取が行われていた。現在東京都内のガス田はガス採取に

伴う地盤沈下の影響を考慮し採掘を行っていないが，千

葉県内では現在もメタンガスの採取が行われており，ガ

スと共に採取される地下水からは，ヨード（I2）が採取

され，日本は世界有数のヨウ素生産国として知られてい

る。温泉法では，“温泉とは，地中からゆう出する温水，

鉱水及び水蒸気その他のガス（炭化水素を主成分とする

天然ガスを除く。）で，別表に掲げる温度又は物質を有

するものをいう。”としており，かつては，メタンを主

成分とする温泉付随ガスは，温泉とみなされず温泉法の

管轄外となっていた。ところが，2007 年に東京都渋谷

区の温泉施設で温泉付随ガス（メタン）が原因となり，

3 名が死亡し 8 名が重軽傷を負う爆発事故が発生した。

事故当時温泉付随ガスを規制する法律が国内に無かった

ため，温泉法で対応することとなり，環境省により法改

正が行われた。法改正により国内すべての温泉につい

て，危険な量のメタンガスを含んでいないか測定し，基

準を超える濃度のメタンを発生する温泉については，温

泉井戸にメタンを取り除く装置を設置し，環境省令で定

める基準値以下にすることが義務づけられた。当時国内

には約 28000 本の温泉井戸が存在し，速やかにすべて

の温泉が発生するメタン濃度を確認するためには，測定

の正確性を担保しつつ，比較的簡便で安価な測定機器を

用いる方法を定める必要があった。そこで，労働衛生の

現場で広く普及している可燃性ガス検知器を使用するこ

ととした。一般の可燃性ガス検知器は，体積濃度 vol.％

を測定するのではなく，爆発性雰囲気を形成するガス又

は蒸気の空気中における最低濃度である爆発下限界

（LEL, lower explosive limit）に対する 100 分率である

％LEL 値を測定する仕様となっている5)。％LEL は，

研究目的であまり使われない単位であるが，労働衛生の

現場では良く使用される単位である。爆発下限界は，可

燃性ガス毎に固有な濃度が存在する。メタンの場合爆発

下限界は，5 vol.％ なので，メタン 5 vol.％＝100 ％

LEL となる。

国内の温泉付随ガスの湧出量にはかなりの幅があるこ

とから，温泉法におけるメタン濃度測定手法マニュアル

では，以下の 3 測定方法が示されている。

 水上置換法

 槽内空気測定法

 ヘッドスペース法

水上置換法は，温泉水で満たしたポリ容器内の温泉水

を温泉付随ガスで置換し，容器内のメタン濃度を測定す

る方法である。水上置換法は，現地で可燃性ガス検知器

を用いて測定することを基本とするが，水上置換法で収
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集した試料を持ち帰り，ガスクロマトグラフで測定する

方法も認められている。水上置換法は，前述の空気によ

る汚染を受けないよう採取する方法と何ら変わりない。

最も単純で再現性の高い方法であるが，温泉付随ガスの

気泡が目視できるレベルのガス発生量がないと実施でき

ない。

槽内空気測定法は，ガス発生量が少ない場合や湧出口

に近づけない場合等に実施する測定方法である。温泉井

戸から汲み上げられた温泉が最初に空気に触れる貯水槽

等の密閉空間内において，空気と温泉付随ガスが混合し

た後のメタンガス濃度を測定する方法である。また，槽

内空気測定法は，可燃性ガス対策が実施された設備の安

全性を確認する際にも用いられる。これまで述べた採取

方法と異なり，測定対象ガスは温泉付随ガスと空気が混

合したものとなる。

ヘッドスペース法は，温泉付随ガスの発生量がごく少

ない上，貯水槽が設置されていない場合を想定した測定

方法である。ヘッドスペース法は，温泉井戸の湧き出し

口にチューブを挿入し，温泉水を密閉容器の容量の 5

分の 1 採取し，密栓したうえで振とうし，密閉容器内

の気相中のメタンガス濃度を測定する方法である。この

方法は，温泉水に溶存する温泉付随ガスを空気中に遊離

させ，その濃度を測定する方法である。また，槽内空気

測定法同様，可燃性ガスを取り除く対策が実施された設

備の安全性を確認する際にも用いられる。

3･2･2 硫化水素ガス測定

国内には，現在 1200 本程の硫化水素ガスを発生する

可能性のある温泉（硫黄泉）が存在する。これまで温泉

から遊離した硫化水素ガスによる中毒事故がたびたび起

きている。環境省は 1975 年に公共の浴用に供する場合

の温泉利用施設の設備構造等に関する基準（2017 年改

訂)6)を定め，硫黄泉を使用する浴室（露天風呂を含む）

については，硫化水素中毒事故防止のため基準を定め

た。基準設置以降，浴室では硫化水素中毒事故は公式に

報告されていなかったが，2014 年に浴室で硫化水素中

毒事故が起きたため，2017 年に公共の浴用に供する場

合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準を改正する

とともに，温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止

のためのガイドライン7)により浴室空気中の硫化水素濃

度測定方法を改正した。1975 年に基準が定められた当

時，浴室では，硫化水素濃度が，浴槽湯面から上位 10

cm の位置の濃度が 20 ppm，浴室床面から上位 70 cm

の位置の濃度が 10 ppm を超えないこととされた。測定

位置の高さは，人が入浴した際の呼吸器の位置と，洗い

場で椅子に座った際の呼吸器の位置を考慮したものであ

るが，浴室内のどの場所で測定すべきかについては記載

されていなかった。2017 年の改正時には，“測定場所

は，浴室内において最も空気中の硫化水素濃度が高くな

る地点（温泉注入口付近等）を含むこと。”と明記され

た。測定に使用する測定器は，廃棄物の低減を目的とし

て従来から使用されてきた検知管を使用する方法に加

え，定電位電解式センサによる測定方法が追加された。

4 試料採取時の空気によるコンタミネーショ

ンの評価

空気の汚染を受けないように試料を採取した場合，空

気による汚染をどの程度受けているか評価する必要があ

る。温泉付随ガスは，酸素を含まないので，試料中の酸

素濃度から空気の汚染の度合いを判断することができ

る。温泉水と共に湧出する気泡を採取した場合，数 100

から数 1000 ppm の酸素を含有しているが，火山ガスは，

50 ppm 程度の酸素しか含有しない。

希ガス同位体組成を検討する場合，酸素ではなく，ネ

オンを空気混入量の指標とすることがある。ネオンを指

標とするのは，ネオンが比較的検知しやすいためであ

る。ヘリウム，アルゴンは，検知しやすいものの，地下

には，岩石中の放射性鉱物の a 崩壊の結果生成される

ヘリウム 4（4He）やカリウム 40（40K）の子孫核種と

して生成されるアルゴン 40（40Ar）が存在するため空

気混入の指標とならない。

5 温泉付随ガスによる中毒事故等

温泉付随ガスを採取する際には，空気の混入を受けな

いよう細心の注意を払うことが重要であるが，それ以上

に温泉付随ガスによる中毒事故に注意しなければならな

い。採取時には，体をかがめることが多く，温泉付随ガ

スが滞留する場所に呼吸器をさらす可能性がある。温泉

付随ガスは酸素を含んでいないので，温泉付随ガスが充

満する場所は酸欠状態となる。酸欠空気は，臭いもない

上，特に刺激を感じることもない。酸欠空気を吸うと 1

回か 2 回の呼吸で死に至るといわれ，違和感を認識す

る間もなく死に至ることが知られている。すぐに意識喪

失を起こさない酸素濃度であっても，低酸素空気を吸う

と全身の麻痺が起き，転倒事故や墜落事故の原因とな

る。可燃性天然ガスを現地で測定する場合，爆発事故に

十分注意するのはもちろんであるが，温泉には，多量の

メタンガスを発生するものがあり貯湯タンク内は酸欠環

境となりやすい。不用意にタンクを覗き込むと意識を失

いそのままタンク内に転落し溺死しかねない。

硫化水素には，臭いがあるため中毒事故は起きにくい

と考えられがちであるが，硫化水素に暴露されると，嗅

覚中枢が麻痺し硫化水素の臭いを感じなくなってしま

う。また，硫化水素の代謝能には個人差があるため，同

じ濃度でも人によって症状の程度が異なる。温泉付随ガ

ス採取時に臭いを頼りに硫化水素の有無を判断するの

は，自殺行為になりかねない。また，硫化水素を含有す

る温泉付随ガスが発生する場所に雪が積もると硫化水素

を高濃度に含有する雪洞が形成されることがある。実際
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図 3 防毒マスク（左）と空気呼吸器（右)
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に雪洞の上を歩いた人が落下し死亡する事故が起きてい

る。積雪時に限らず火山地帯での作業は危険で，岩盤の

下に酸性熱水による岩石の溶脱・風化現象が進み空洞が

できることがあり，岩盤を踏み抜く事故が起きている。

また，温泉利用施設で硫化水素測定を長時間行う場合

や，高濃度硫化水素を測定する場合，呼吸器だけでな

く，ガス目と言われる目の障害にも注意する必要があ

る。低濃度であっても長時間作業を行うと気管支炎や激

しい頭痛が起きることがあり，防毒マスクの着用も考え

られる。

二酸化炭素にも注意する必要がある。くぼ地に地下水

から遊離した二酸化炭素が滞留し，訓練中の自衛隊員が

死亡する事故が起きている。二酸化炭素中毒の作用も激

しく，私の経験では，高濃度二酸化炭素を吸ったとたん

に鼻腔への激しい刺激と共に体の自由を奪われ，動けな

くなった経験がある。二酸化炭素警報器には安価で小型

なものが無いので，酸素警報器を用い二酸化炭素が充満

し酸素濃度が低下した環境に入らないよう注意する必要

がある。

防毒マスクを使用する際には，十分な注意が必要であ

る。防毒マスクは空気中の有害物質を低減するために設

計されたものであり，酸素を含有しない温泉付随ガスや

酸欠空気を吸った場合，防毒マスクは全く意味をなさな

い。防毒マスクを使用する際には必ず酸素濃度を測定し

ながら使用するべきである。また，防毒マスクのフィル

ターに吸収できる有害物質の量には限りがあり，フィル

ターの破過時間に注意が必要である。どうしても酸欠環

境に入らなければならない場合，空気呼吸器が必要とな

るが，空気呼吸器の使用には訓練が必要となる。図 3

に防毒マスクと空気呼吸器の写真を示す。

近年流行した硫化水素中毒自殺では，中毒から蘇生し

たものの，その数週間後心臓疾患で死亡した事例が報告

されている。温泉付随ガスによる中毒を起こした場合，

必ず医師の診断を受けるべきである。

温泉井戸や火山地帯に立ち入るときには，酸素・硫化

水素警報器を必ず携行する必要がある。温泉付随ガスの

採取を行う場合には，必ず複数人で作業を行うことも重

要である。

6 温泉付随ガス分析作業における注意点

ガス分析を行う上で最も注意すべきことは，空気混入

を避けることである。通常液体を対象とした分析を行う

場合，ガラス製のビーカー等に試料を採取する。その際

ビーカーに入れられた液体は沸点を超えない限りビー

カーからあふれ出すことはない。またビーカーが割れて

いたり，穴が開いていれば，そこから漏れた液体が目視

できる。一方，ガス試料の場合特殊なガスを除けば色が

無く透明で臭いもほとんど無い。また，密封容器のふた

を開ければ，すぐに空気コンタミネーションを受けてし

まう。いわば水中で水の分析を行うようなものである。

ガス試料を扱う際には，液体試料とは異なり，視覚や嗅

覚に頼ることができない。極めて基本的なことである

が，採取容器には必ず試料名を記載する必要がある。

ガス組成やガス同位体組成を測定する場合，真空系を

備えた実験装置を使用するのが一般的である。真空系の

漏れを確認するには，あらかじめ真空ポンプで真空系の

内部を減圧した後，真空ポンプとの間を閉鎖し，真空系

内の圧力の上昇を真空計で計測する。圧力上昇が大きけ

れば，真空系のどこかに漏れがあり，そこから空気が侵

入している。この作業をリークテストと呼ぶ。真空実験

を行う上で，このリークテストは必ず実施しなければな

らない大切な作業である。

真空系を用いず，採取容器からシリンジ等でガスを採

取し，測定機に試料を注入する場合にも注意が必要であ

る。火山ガスのように水蒸気を主成分とする温泉付随ガ

スを冷却し採取すると，水蒸気の凝縮により微量成分の

水素や硫化水素が主成分となることがある。実際に水素

が 50 vol.％ を超えるものや，硫化水素が 20 vol.％ を超

えるものがある。そのような試料を測定する場合，検知

器の腐食やベントガスに注意する必要がある。

温泉法に基づく測定にも注意すべき点がある。可燃性

ガス検知器は，爆発下限界に対する濃度を測定するもの

であり，測定対象とするガスで校正されたものを使用し

ないと正確な測定値が得られない。メタン測定を行う場

合，メタンで校正されたものを使用する必要がある。接

触燃焼式可燃性ガス検知器を使用する場合，検知器の特

性上，酸素の無い環境では正確な測定ができない。した

がって，測定時には，酸素濃度に注意する必要がある。

酸素濃度が著しく低い場合，非分散型赤外線検知器の使

用等検討することとなる。

浴室で硫化水素濃度を測定する場合，二酸化炭素を主

成分とする温泉付随ガスのように空気より比重の重いガ

スが空気と混合すると，空気とほぼ同じか，やや重い比

重の混合空気を形成する。この混合空気は，拡散せず風

向きにより浴室内を不規則に漂う。浴室での測定は，温
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泉付随ガスの発生源を中心として複数の場所で測定を行

い，的確に測定場所を決める必要がある。また，検知管

を使用する際には，検知管は吸引が始まった直後に大部

分の反応が進むため，測定場所に検知管の吸引部を設置

した後にガス採取器のハンドルを引かないと正確な値が

得られない。

7 ま と め

温泉付随ガスを採取し分析を行う場合，液体試料のよ

うに目視に頼ることができない。また，温泉付随ガスの

採取は危険な作業であり，採取時に事故が起きないよう

事前計画を立案しなければならない。
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